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（担当：村づくり戦略推進室村づくり係）　2款1項11目
　原村では、村内産業の発展や地域の国際化を図るため、住民が行った村内外の研修に対し費用の半額を補助しています。
これまでに企業や農業の経営者や従事者が本事業を活用し、そこで培った知識を生産や流通、販売の場で活かしています。
　今後も、「村づくりは人づくり」の観点に立ち、住民の広い視野と創造性を高め、習得した知識を村づくりに活かし
てもらうことを目的に本事業を実施します。
　なお、この事業による補助金交付申請は一人1回です。
【補助率及び限度額】
　・補助率：対象経費の2分の1以内
　・限度額：国外20万円、県外3万円、県内1万円
　※この事業は、1人1回のみの申請になります。

人づくり視察研修事業 115万円

成人教育 224万円

生涯学習機会の提供と支援生涯学習機会の提供と支援生涯学習機会の提供と支援
第１項
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（担当：教育課生涯学習係）　9款4項1目
　多様化・高度化する学習要求に応じた学習機会の充実を図ると共に、学習機会への参加・地域社会の形成に積極的に
参加する意識の向上を図ります。
　住民が生涯にわたっていきいきと暮らすための学習体制の充実と、新たな文化の創造と地域文化の継承の場として、
成人を対象とした講座を行います。
主な経費
　講師謝礼………………………………………72万円
　その他開催経費 ……………………………152万円

事業名

ふれあい学級 中央公民館
講義・実技
見学など

消しゴムはんこ教室
実習6回

きり絵教室
実習5回

筆ペン教室
実習3回

ハンドメイド教室
実習3回

4月～3月 12

事業の趣旨 実施場所 実施期間 回数 対象 内容･方法

参加者の仲間づくりと、
高齢者がその年齢にふ
さわしい社会的能力を
高めるための学習機会
とする。

おおむね
60歳以上
の方

自然観察講座

家庭生活講座

自然探勝会
観察学習会
2回

フラワーアレンジ
教室
実習12回

らくらくクッキング
教室
実習4回

7月・9月 2
自然や、山野草に触れ、
自然に対する理解と保
護意識の高揚を図る。

家庭生活に役立つ知識
及び技術の向上を図る。

成人

4月～3月 52中央公民館 成人

成人教育を対象とした講座
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事業名

整理収納講座
実技2回

吊し雛教室
実習10回

社会化見学
現地見学

経済学講座
講義

しめ飾り作り
講習会

健康教室
実技5回

講義
視聴覚教育

事業の趣旨 実施場所 実施期間 回数 対象 内容･方法

地域社会講座

伝統文化講座

健康づくり講座

人権教育

家庭生活講座午後の
TeaTime
実習4回

犬のしつけ方
教室
講座1回

午後のCoffee
Break
実習2回

トレッキング講座
現地学習

社会の中の生産現場の
様子を学習する。

世の中の経済の仕組み
を学ぶ。

地域の伝統技術の普及
と伝承を図る。

自己の健康管理に役立
つ知識の向上と実技に
よる健康づくりを学習
する。

一人ひとりの人権が尊
重される住み良い社会
づくりを進める。

6月

2月

12月

1月～3月

5月～3月

5月・8月
11月

1

1

1

5

3

随時

中央公民館

中央公民館

中央公民館

成人

成人

成人

全般

▲ふれあい学級バスハイク ▲成人講座午後のTea Time
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（担当：教育課図書館係）　9款4項4目
　地域の知の拠点として、幅広い分野の資料の収集を行
います。
　図書館に所蔵の無い資料については、リクエストを承
ります。

（担当：教育課図書館係）　9款4項4目
　諏訪広域の公共図書館がネットワーク化されているこ
とにより、6市町村の公共図書館全体の資料が自宅パソ
コンから検索・予約できます。また、6市町村内の図書
館の資料はどの図書館でも返却することができます。

（担当：教育課図書館係) 　9款4項4目
　図書館南のアカデミーパーク内の、草取り、草刈など
を行い、憩いの場となるように整備します。

○貸出について
　図書類　一人10冊以内、14日間
　AV資料（CD・ビデオ・DVD）一人3点以内、7日間
○インターネットホームページについて
　諏訪広域公共図書館の資料検索・予約ができます。
　アドレス　http://www.libnet-suwa.gr.jp/
　（携帯版　http://www.libnet-suwa.gr.jp/mobile/）
○レファレンスサービス（調査・相談）
　図書館資料などを用いて調べ物などのお手伝いをしま
　す。【○○の作り方を知りたい】【○○について詳しい
　本を見たい】など、お気軽にご相談ください。
○イベントについて
　図書館や本に親しんでいただくため、イベントを開催
　しています。
　☆図書館まつり
　　年1回　おはなし会、古本市、映画会など
　☆おはなし会
　　年9回　ボランティア団体によるおはなし会
　☆おたのしみ会
　　年8回　図書館司書による読み聞かせ、工作など
　☆図書館講座
　　年3回　夏休み講座、絵手紙講座、冬の講座
　☆クリスマス会
　　年1回　クリスマスのおはなしなど
　☆古本市
　　図書館まつり、村民文化祭に図書館廃棄資料を住民
　　の方に還元します。

図書館資料購入費 500万円 読書推進活動 18万円

その他維持管理経費等 1,194万円

（担当：教育課図書館係）　9款4項4目
　「図書館まつり」「おたのしみ会」「図書館講座」の他
に、読書ボランティアグループとの協働で「おはなし会」
「クリスマス会」等を開催します。3歳を迎えたお子さ
んにセカンドブックを贈呈します。

（担当：教育課図書館係）　9款4項4目
主な経費
　施設保守管理費
　燃料・光熱費
　嘱託・臨時職員賃金
　図書館協議会
　備品購入（メディアチェッカー）
　その他運営・管理費

公共図書館６市町村ネットワーク 132万円

公園整備費 16万円

お知らせ

人と文化を育む村づくり

………………………………94万円
…………………………………308万円

…………………………541万円
……………………………………9万円

………………5万円
…………………………237万円
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▲図書館まつり「自転車紙芝居」

▲図書館講座「絵手紙」
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（担当：教育課生涯学習係）　9款4項1目
　子どもたちの発達過程の中で、原村の自然環境と地域の教育力を生かし、
体験型学習の充実を各種機関との連携により進めます。
　乳幼児期における遊びを通しての親と子の絆の形成や、自発性の育成を
図ります。幼児期から少年期まで各段階に応じ、家庭での教育力の向上、
回復を図るための学習機会を各種機関との連携により進めます。
　子どもたちが心豊かでたくましく育つために、異年齢間の子どもの交流
の場を提供し、考える力、自主性、社会性を育みます。
主な経費
　講師謝礼………………………………………17万円
　地区こども会育成事業補助金………………20万円
　その他開催経費………………………………50万円

青少年教育、家庭教育 87万円

人と文化を育む村づくり
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事業名

ジュニア教室 中央公民館他
講義・実習･実技・
見学など

5月～2月 15

事業の趣旨 実施場所 実施期間 回数 対象 内容･方法

体験型学習により、考
える力を養うとともに
世代間、地域との交流
を深める。

小学生
親子

幼児
小学生

小学生

子ども映画会

魚のつかみ
捕り大会　

映画会
中央公民館
地域福祉セン
ター

保育所南
阿久川

河川清掃と魚の
つかみ捕り
（青少年健全育成
協議会共催）

8月・3月

7月下旬

2

1

映画を通じて青少年の
健全育成と豊かな情操
を育む。

自然体験により地域の
自然に興味を持たせる。
生き物の命と人間の食
生活について考える。

青少年教育を対象とした講座

事業名

乳幼児家庭教育
学級、あひるク
ラブ　　　　　

中央公民館他
室内遊び・外遊び
実習等

4月～3月 12

事業の趣旨 実施場所 実施期間 回数 対象 内容･方法

親子の遊びを通し、子
育てについての知識や
方法を学習。合わせて
親同士の仲間づくりを
図る。

未就園児
保護者

小中学校
保護者

家庭教育講座 PTA の講演会等と
の連携と援助

小学校
中学校他

随時 2
小中学校PTAと連携し、
保護者による家庭教育
を促進する。

家庭教育を対象とした講座

▲魚のつかみ取り大会

▲ジュニア教室凧作り▲あひるクラブ遠足
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（担当：教育課生涯学習係）　9款4項1目
　すべての小学生を対象として、放課後の安全・安心な子どもの活動拠点
（居場所）を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちと共に勉強やス
ポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の取り組みを推進します。
主な経費
　安全管理員、学習アドバイザー等賃金……243万円
　その他開催経費 …………………………………8万円

（担当：教育課生涯学習係）　9款4項2目
主な経費
　地区館・分館事業補助金………………………30万円
　公民館報発行 …………………………………66万円
　施設備品購入 …………………………………11万円
　燃料、光熱費…………………………………193万円
　施設保守管理費………………………………204万円
　その他運営・管理経費………………………193万円

1　原村中央公民館利用登録団体の場合
　　◇利用申込みは、月単位で受付けます。2日前から
　　　1月先の月末まで申し込めます。
　　　　　例　5月31日の場合6月30日まで
　　　　　　　6月 1日の場合7月31日まで
　　◇使用できる時間は午前9時から午後10時までです。
　　◇申込み受付は、土、日、祝日、年末年始を除く午
　　　前8時30分から午後5時15分までです。
　　◇利用申込は、電話又は公民館利用申込簿に直接記
　　　入してください。ただし登録団体であることを明
　　　記してください。（グループ名、代表者名、受付日
　　　等の記入）
　　◇事務室に職員がいる場合は、職員に連絡してから
　　　記入してください。

放課後子ども教室推進事業 251万円

公民館の運営

原村中央公民館の使用について

697万円

人と文化を育む村づくり
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事業名

原っ子広場 中央公民館他

勉強
ゲーム遊び
スポーツ
体験学習

4月～3月 205

事業の趣旨 実施場所 実施期間 回数 対象 内容･方法

放課後の子どもたちの
自主活動を通じた交流
を図る。

小学生

放課後の子どもの居場所づくりを対象とした事業

事業名

社会教育施設、
分館等の支援育
成事業　　　　

地区館・分館
分館等活動補助
分館施設整備補助
地区こども会育成

4月～3月 地区館・分館

事業の趣旨 実施場所 実施期間 対　　象 内容･方法

社会教育活動の活性化
と育成をねらいとし、
分館等の活動を奨励、
援助します。

地区館、分館活動

▲原っ子ひろば

▲原村中央公民館

　　◇使用後、使用状況報告書により点検事項を確認し
　　　てから提出してください。
　　◇使用料は、原村使用料条例第4条第1項により減
　　　免又は免除します。
　　◇日、祭日の夜間の使用者は、事前にカギを借りに
　　　来てください。
2　その他の一般団体の場合
　　◇申込みをする場合は、公民館に問い合わせの上来
　　　館し、使用の承認を得てください。
　　◇特別な場合を除き電話による申込み受付はしません。
　　◇使用料は、原則原村使用料条例（別表第2）により
　　　徴収します。
　　◇午後5時15分以降に使用を希望する場合は、事前に来
　　　館し、公民館の使用について必ず説明を受けください。

第２節第２節



（担当：教育課総務・学校教育係）9款1項1目
　原村教育委員は定員5名で毎月の定例会と臨時会があ
り、原村の教育全般について会議を行っています。
　また、学校行事や各種の教育大会や研修会などに参加
しています。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款1項2目
　学校保健法に基づく、小・中学生の各種検診、検査費
用です。小学校１･4年生中学校1年生を対象に心臓検診
を実施します。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款1項2目
　小・中学校の用務員を茅野広域シルバー人材センター
に委託しています。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款1項2目
　補助金の内容などは下記のとおりです。
　◇私立幼稚園運営補助金……………………45万円
　　こひつじ幼稚園運営費の助成をしています。
　◇私立幼稚園通園補助金……………………28万円
　　私立幼稚園児の保護者に対し通園補助を行ってい
　　ます。
　◇幼稚園就園奨励費補助金 ………………173万円
　　私立幼稚園児の保護者に対し所得に応じての就園費
　　用の一部を補助します。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款1項3目
　委託料の内容などは下記のとおりです。
　◇旧学童クラブ建物除去委託……………160万円
　　昭和54年建築で教職員住宅を学童クラブに使用し
　　ていたが原小校内に新築したので、教職員駐車場と
　　して利用するために建物を除去します。
　◇生ゴミ処理機保守点検業務委託
　　　…………………………………………236万円
　　小中学校･保育園・社会福祉協議会･原消防署の生ゴ
　　ミを処理機で減容処理するための保守点検業務委託
　　を行います。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款1項3目
　◇原中学校大規模改修（第2期）工事監理業務委託
　　　…………………………………………420万円
　　中学校改修工事の監理業務委託です。

（担当：教育課総務･学校教育係）　9款1項3目
　中学校教室棟を国庫補助事業（安全安心な学校づくり
交付金）を活用し、3年計画で改修工事を実施します。

（担当：教育課総務･学校教育係）　9款1項3目
　◇教員住宅設備改修工事 …………………252万円
　　上水道管腐食による赤水対策として管の敷設替えを
　　します。
　◇◯原小学校職員室等改修工事 …………250万円
　　未改修の小学校職員室、事務室の床・壁・天井を改
　　修します。
　◇◯原小学校周辺整備工事…………………65万円
　　多くの児童の通学ル－トである社会体育館側バック
　　ネット裏から昇降口横階段までの通路を整備し児童
　　の安全を確保します。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款1項4目
　◇委員報酬、費用弁償、需用費……………5万円
　　奨学生審議委員の報酬、交通費、消耗品です。
　◇奨学金貸付金………………………………72万円
　《奨学金貸与》
　　経済的な理由などによって、高等学校などの修学が
　　困難な方に奨学金として月額2万円以内で正規の就
　　学期間内、無利子でお貸しすることができます。
　◇積立金………………………………………35万円
　　貸付金の償還分を積み立てます。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款1項5目
　原小学校に在学する児童で、学校の下校時や夏休みな
どの長期休業期間に保護者が就労などで家庭にいない児
童、又は適切な保護に欠ける児童、を対象に学童クラブ
を設置しています。
　開設時間は学校下校時の場合は下校時～午後6時30分
まで、長期休業日の場合は午前8時～午後6時30分まで
です。尚、学校登校日の場合は月額3,000円、休業日の
場合は1日につき600円の負担金をいただきます。
　新しい施設は広くなり、定員は70名です。

児童・生徒の健康診断や各種検診費用
65万円

◯小中学校施設工事の設計･監理委託
420万円

◯原中学校大規模（老巧）改修工事
7,000万円

人と文化を育む村づくり
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教育委員会の活動 167万円

委託料 396万円

維持補修工事 567万円

奨学事業 112万円

豊かな人間形成をめざした教育の推進豊かな人間形成をめざした教育の推進豊かな人間形成をめざした教育の推進
第２項

小・中学校用務員委託料 283万円

私立幼稚園関係補助金 246万円

新

新

新

新

学童クラブの運営 841万円
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小学校ティームティーチング
講師の配置 298万円

小・中学校特別支援教育
支援員の設置 358万円

人と文化を育む村づくり
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小学校の管理運営 4,307万円

中学校の管理運営 4,078万円

中学校ＡＬＴ講師の設置 360万円

中学校講師の配置 594万円

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款2項1目-9款2項3目
　児童の良い教育環境を守るため学校施設の運営と管理
を行います。
　主な内容は下記のとおりです。
　◇学校医報酬
　　内科、歯科、眼科、耳鼻科、薬剤師の報酬です。
　　本年度より歯科は2名体制にします。
　◇看護師賃金
　　養護教諭不在時の対応として看護師を配置します。
　◇消耗品費
　◇講師謝礼
　◇燃料・光熱・上水道費
　◇修繕費
　◇電話料・各種手数料・保険料
　◇給食調理業務委託費
　◇施設保守管理費
　◇パソコン保守料
　◇事務機等使用料
　◇自動車借上料
　◇放送設備機器賃借料
　◇備品購入費
　　小型耐火金庫・自走式エンジン草刈り機・保健室収
　　納戸棚を購入します。
　◇その他の経費

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款2項2目
　小学校のグループ指導の充実のためにティームティー
チングの先生を配置しています。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款3項1目-9款3項3目
　生徒の良い教育環境を守るため学校施設の運営と管理
を行います。
　主な内容は下記のとおりです。
　◇学校医報酬
　◇看護師・図書館司書・栄養士賃金
　　村費で図書館司書、栄養士、養護教諭不在時の対応
　　として看護師を配置します。
　◇消耗品費
　◇燃料・光熱・上水道費
　◇修繕費
　◇電話料・各種手数料
　◇給食調理業務委託費
　◇施設保守管理費
　◇パソコン保守料

　◇事務機等使用料
　◇自動車借上料
　◇ブロンズ鋳造・台石工事費
　◇備品購入費
　　裁断機、芝刈り機、体育館モップ掛け台、保健室　
　　スチール製収納棚を購入します。
　◇その他の経費

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款3項2目
　中学校の英語教育の充実のために外国語指導補助員
（ALT）を配置しています。
　平成14年度に原中学校とニュージーランド、プケコ
ヘ中学校は、教育交流同意書を締結し、交流の一環とし
て昨年度よりリオン・ショ－先生がALTとして活動し
ています。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款3項2目
　村費で中学校美術・新1年生少人数学級（30人規模）講
師を配置しきめ細やかに対応します。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款2項2目・9款3項2目
　小・中学校の特別支援教育の充実のために支援員を配
置しています。
　昨年より中学校にすこやか原っ子支援員を配置し、新
たに、小学校に弱視児童支援員を配置します。

（担当：教育課総務・学校教育係）　9款2項2目・9款3項2目
　教育の機会均等を図るため、小・中学校の児童生徒の
保護者のうち就学援助が必要な人に学用品や給食費など
の援助をしています。

（担当：教育課総務・学校教育係）
　　　9款2項1目・9款2項2目・9款3項1目・9款3項2目
　◇小学校………………………………………524万円
　　児童机・椅子　47万円、教科書・指導書移行処置分
　　130万円、図書･補助教材　80万円
　　各教科備品　87万円、食器入れ替え　180万円 
　◇中学校………………………………………276万円
　　生徒机・椅子　83万円、教科書・指導書　3万円、図
　　書･補助教材　90万円
　　各教科備品100万円

………………………………103万円

…………………………………16万円

…………………………………570万円
……………………………………20万円

…………………978万円
……………………………………161万円

…………190万円
…………………1,419万円

…………………………203万円
…………………………140万円
…………………………281万円

………………………………93万円
………………………77万円

…………………………………41万円

………………………………15万円

…………………………162万円
………………………………73万円

………………76万円
…………………………………60万円

………………………………83万円

…………………………………84万円
……379万円

…………………………………540万円
………………1,007万円

……………………………………178万円
……………………188万円
…………………1,089万円

…………………………143万円
……………………………16万円

小学校・中学校の図書や教材、教育
備品購入費 800万円

要保護・準要保護家庭就学援助 334万円
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（担当：教育課生涯学習係）　9款4項1目
　生涯学習の観点から、学習活動の成果を広く地域に還
元する機会を充実し、自らが自立して学習活動を展開で
きるよう、団体及び個人に対しての援助・育成を図りま
す。また、分館活動を活発化させるため、施設及び事業
に対し援助を行います。
主な経費 
　嘱託職員賃金 ………………………………162万円
　講師謝礼・記念品……………………………17万円
　その他開催経費………………………………88万円
文化事業を対象とした講座  
《村民文化祭》
　◇グループ、個人の学習成果を発表し、村民の交流の
　　場所とし、村民に学習活動を理解してもらう機会と
　　する。
　◇実施場所　　社会体育館
　◇実施期間　　11月5日・6日（土・日）
　◇対　　象　　村民
　◇内容・方法　　作品展示・学習活動の発表・実演体験
　　　　　　　　（文化協会共催）
《芸能フェスティバル》
　◇芸能関係グループの活動成果を発表し、村民に公民
　　館活動を理解してもらう機会とする。
　◇実施場所　　中央公民館
　◇実施期間　　11月5日（土）
　◇対　　象　　村民
　◇内容・方法　　芸能・音楽関係グループによるステー
　　　　　　　　ジ発表（文化協会共催）
《成人式》
　◇成人として出発する若人達の前途を祝福する「成人
　　式」を、原村及び原村教育委員会の共催で行う。
　◇実施場所　　中央公民館
　◇実施期間　　1月3日
　◇対　　象　　平成2年4月2日から平成3年4月1日生
　　　　　　　　まれ
　◇内容・方法　　式典、立食パーティー、実行委員会主
　　　　　　　　催によるアトラクション
《文化・芸術団体育成》
　◇文化協会等社会教育団体の組織強化等を図り文化・
　　芸術の振興に努める。
　◇実施場所　　中央公民館
　◇実施期間　　4月～3月
　◇対　　象　　文化協会　文化・芸術グループ

　◇内容・方法　　文化協会独自の予算確保と事業の実施
《中央公民館ロビー作品展》
　◇村民の交流場所である公民館ロビーを開放して、グ
　　ループ・個人の学習成果発表の機会を拡大すること
　　により、村民に学習活動を理解してもらう機会とす
　　る。
　◇実施場所　　中央公民館
　◇実施期間　　4月～3月
　◇対　　象　　文化・芸術グループ・村民
　◇内容・方法　　中央公民館ロビー作品展の開催

（担当：教育課文化財係）　9款4項3目
　村には国史跡の阿久遺跡や特別天然記念物のカモシ
カ、県天然記念物のミヤマシロチョウ、村有形文化財の
石仏「十三仏」「弁才天」、村天然記念物のからかさ松・ひ
めばらもみ・道祖神の桜など数多い天然記念物や指定文
化財があります。これらを保護し後世に伝えています。
主な経費
　ミヤマシロチョウの保護…………………10万円
　からかさ松手入れ…………………………12万円
　コチャかまやせの節・エーヨー節伝承……1万円

（担当：教育課文化財係) 　　9款4項3目
　長野県は遺跡の宝庫と言われ、原村には100に近い遺
跡が点在しています。開発などで遺跡が壊される時は事
前に発掘調査を実施し記録に残します。今までに行って
きた発掘で出土した土器や石器などの台帳を作り、土器
は復元します。また、復元した土器の中には30年を経過
したものがあり、接着剤が劣化したものは修復します。

人と文化を育む村づくり
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指定文化財の保護 23万円

▲原村成人式

文化事業 267万円

芸術文化活動や交流の活性化と
地域文化の振興
芸術文化活動や交流の活性化と
地域文化の振興
芸術文化活動や交流の活性化と
地域文化の振興

第３項

▲ミヤマシロチョウ（長野県天然記念物）

埋蔵文化財発掘調査 920万円
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▲縄文時代の住居跡

（担当：教育課文化財係）　9款4項3目
　路傍に祀られている石神・石仏の調査を行い記録する
とともに、土蔵等に存在する鏝絵の調査と記録も合わせ
て行います。
　緊急雇用創出事業…………………………377万円

（担当：教育課文化財係）　9款4項3目
　阿久遺跡は昭和54年に国の史跡に指定されました。
多くの人たちが集い楽しめる史跡公園化を目指し、針葉
樹を伐採し当時の自然環境の復元を長期的に進めていき
ます。
主な経費
　阿久遺跡内間伐……………………………360万円
　収蔵庫保守管理委託他  ……………………41万円

（担当：教育課文化財係）　9款4項6目
　樅の木荘の北側にある原村郷土館を夏季開館します。
養蚕用具や農耕用具などを中心に公開し、開館期間中
は、「機織り体験」を行います。また、庭先には昔懐か
しい「かぼちゃ棚」を作り、昔の面影を再現してきまし
た。平成18年度に住民参加で昭和30年代のお勝手場や
井戸等の復元をしました。より活用していただくため原
村郷土館にふさわしい講座を行います。

（担当：教育課文化財係）　9款4項6目
　美術館の運営については、（財）原村振興公社を指定管
理者と定め管理を委託しています。
　今年度は清水多嘉示作品のブロンズ化を行います。ま
た、美術館の建物がJIA25年賞を受賞したことによる、
特別企画展を指定管理者に委託します。
主な経費
　美術館管理運営委託料……………………1,150万円
　JIA25年賞受賞特別企画展  …………………50万円
　◯ブロンズ制作………………………………902万円

阿久遺跡の管理 401万円

原村郷土館開館 64万円

石造文化財・鏝絵調査 377万円

▲原村郷土館

▲八ヶ岳美術館

八ケ岳美術館の運営 2,102万円

新

第２節第２節



（担当：教育課社会体育係）　9款5項1目
　住民のみなさんが親睦と交流を深められるよう、地区対抗で行う村民スポーツ祭を開催します。楽しく参加できるよ
うな種目を考え、実施します。

スポーツ祭の開催 41万円

（担当：教育課社会体育係）　9款5項1目
　子どもから高齢者まで参加できる体育・スポーツ活動の場を提供します。又、競技力の向上を図り住民の交流の場とします。

スポーツ大会の開催 46万円

人と文化を育む村づくり
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行　事　名

大会・行事名

ゲートボール大会

マレットゴルフ大会

ソフトバレーボール大会

バレーボール大会

教育長杯ソフトボール大会

村民登山

野球選手権大会

卓球大会

村内めぐり駅伝

バレーボール大会

ゴルフ大会

ご来光登山

元旦マラソン

タッチゲートボール大会

バスケットボール大会

弓振農村広場

御山マレットゴルフ場

社会体育館

社会体育館

原小校庭

弓振・中新田農村広場

社会体育館

村内

社会体育館

天女山

村内

社会体育館

社会体育館

5月18日（水）

6月18日（土）

6月11日（土）・11月12日（土）

6月17日（金）

6月22日～24日（水～金）

未定

8月15日（月）

未定

10月10日（月）

10月21日（金）

11月6日（日）

1月1日（元旦）

1月1日（元旦）

2月12日（日）

3月18日（日）

開催予定日 開催場所

村民
スポーツ祭

村民
冬季スポーツ祭

内　　　　　　　容 開催場所期　　日

7月16日(土)

1月28日(土)

原小校庭

原小校庭
リンク

跳べ跳べもっと翔べ・満たんリレー・綱引き・空を駆ける少女・
台風の眼・混合メドレーリレーなど

スケート競技・綱引き大会・人間距離競争・カーリング・氷上リ
レー

▲カーリング ▲氷上リレー

スポーツ・レクリエーション交流の推進スポーツ・レクリエーション交流の推進スポーツ・レクリエーション交流の推進
第４項
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（担当：教育課社会体育係）　9款5項1目
　より多くの住民が生涯にわたってスポーツを楽しみ、健康で明るい生活ができるよう実施します。

スポーツ教室・講習会の開催 53万円

人と文化を育む村づくり
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教室名

少年バスケット
ボール教室 基礎技術を身につけ練習やゲームを

通してスポーツの楽しさを体験する。

一般初心者向け。正しいルール技術を
身につける。

機器の正しい扱い方を学び、自分に
合った筋力トレーニングをする。

走りのワンポイントを学び記録の
向上を図る。

気軽にできるスポーツの普及を図る。

ミニテニスで冬の運動不足を解消する。

基本技術を身につけ、正しいルールを
学ぶ。

スキーに親しみ初歩の技術を身に
つける。

4月23日～11月5日
土曜日　全26回

4月23日～11月11日
金曜日　全27回

4月16日
9：00～12：00

5月・10月
全2回

2回

12月～2月
全12回

1月～2月
全8回

2月
全3回

5月26日以降隔月
(奇数月)　全6回
19：30～

少年バレーボール
教室

マレットゴルフ
教室

筋力アップ教室

陸上記録会

ニュースポーツ
講習

小学生
3～6年

高校生以上

社会体育館

社会体育館

御山マレット
ゴルフ場

原中校庭

社会体育館

社会体育館

社会体育館

富士見高原
スキー場

社会体育館

小学生以上

中高年

中学生以上

小学生

バウンドテニス
教室

テニス教室

スキー教室

対象 開催予定日 開催場所 ね　ら　い

▲ソフトバレーボール大会 ▲タッチゲートボール大会

▲スキー教室 ▲硬式テニス教室
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（担当：教育課社会体育係）　9款5項1目
諏訪地方、県大会などレベルの高い競技大会に参加し競技力向上を図ります。

対外大会への参加 20万円

（担当：教育課社会体育係）　9款5項1目
　体育指導委員は、住人のみなさんにスポーツへの関心
や理解を深めて頂くよう、魅力あるスポーツ行事の企画
立案や検討、スポーツの楽しさを伝える役割を果たして
います。

体育指導員の活動 53万円
（担当：教育課社会体育係）　9款5項2目
主な経費
　原小学校南バックネット修繕………………52万円
　電気・水道代…………………………………20万円
　御山マレットゴルフ場原材料費 ……………9万円
　施設管理委託…………………………………22万円
　その他の経費…………………………………23万円

社会体育施設の維持管理 126万円

（担当：教育課社会体育係）　9款5項1目
　スポーツ活動を一層発展させるため、村内の各種ポー
ツ団体へ補助を行っています。
　◇原村体育協会補助…………………………72万円
　◇少年スケートクラブ ………………………6万円
　◇少年野球クラブ ……………………………5万円
　◇茅野国際スケートセンターシーズン券購入補助
　　………………………………………………15万円
　◇国際スポーツ大会参加補助金 ……………4万円

スポーツ団体などへの補助 102万円
（担当：教育課社会体育係）　9款5項2目
主な経費
　管理委託……………………………………307万円
　電気・水道代………………………………160万円
　建物保守点検費 ……………………………96万円
　施設維持補修 ………………………………20万円
　その他の経費………………………………105万円

社会体育館の運営･維持管理 688万円

人と文化を育む村づくり

－22－

長野県市町村対抗駅伝競走大会
長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会

松本平広域公園

下諏訪町

茅野市運動公園

茅野市国際スケートセンター

茅野市国際スケートセンター

諏訪地方ふらばーる大会

諏訪地方陸上競技選手権大会

南諏親善スケート大会

諏訪地方スケート大会

4月29日(金)

6月26日(日)

8月21日(日)

1月21日(土)見込み

2月11日(土)見込み

大　　会　　名 期　　日 開　催　場　所

▲市町村対抗駅伝 ▲諏訪地方スケート大会
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★ 沼津市戸田保養施設利用のご案内 ★

人と文化を育む村づくり

－23－

▲戸田さんさんまつり

（担当：村づくり戦略推進室村づくり係）　2款1項11目
　平成8年度より住民の保健休養や青少年の健全育成を
図るために、姉妹村である静岡県戸田村の戸田村観光協
会及び戸田村温泉民宿組合に加盟する民宿等の利用に対
しその宿泊代の一部を補助してきました。平成17年度
に戸田村は沼津市と合併しましたが、戸田地区（旧戸田
村）は、原村民の保養施設として、戸田観光協会に加盟
する宿泊施設利用者に補助を継続しています。
　保養施設利用補助を受けることができる期間は、7月
1日から9月30日までで、利用の1週間前までに申請が
必要となります。詳しくは担当までお問い合わせくださ
い。なお、戸田地区とは今後も「原村よいしょまつり」
や「戸田さんさんまつり」などで交流を進め、戸田地区
を通じて沼津市とも交流を図ります。
　また、今後は産業・教育等の振興、地域の活性化を図
る上でも、他地域との交流も検討します。
主な経費
　保養施設利用奨励補助金………………………13万円

地域間交流 19万円

（担当：村づくり戦略推進室村づくり係）　2款1項11目
　平成9年度からスタートした、ニュージーランドのプ
ケコヘ区への中学生海外ホームステイ事業。平成14年
度にプケコヘ中学校と原中学校との間で教育交流を結ん
で以来、プケコヘ中学校との交流は学校だけではなく住
民との交流も積極的に行われております。今年度で原中
学生によるホームステイは14回目を迎え、今後の国際
社会での活躍を期待します。
主な経費
　ニュージーランド派遣………………………264万円
　ニュージーランドより受け入れ………………14万円

海外ホームステイ事業 278万円

◇対象施設
　静岡県沼津市戸田観光協会登録旅館（ホテル・
民宿・ペンション）
◇対象期間
　7月1日から9月30日
◇補助金の額【一人2泊を限度】
　大人・小人 １泊2,000円
　未就学児 １泊1,000円
◇手続き方法
　戸田観光協会（☎0558－94－3115）で宿泊の
予約が取れましたら、利用日の7日前までに印
鑑を持参のうえ“村づくり戦略推進室”で手続
きを済ませてください。

交流による地域づくりと国際化交流による地域づくりと国際化交流による地域づくりと国際化
第５項

▲戸田地区小学生との交流

▲折り紙で文化交流

▲プケコヘホームステイ・教育交流

第２節第２節



人と文化を育む村づくり

－24－

（担当：教育課生涯学習係）　9款4項1目
　男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活
動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、か
つ、共に責任を担うべき社会」です。
主な経費
　計画推進委員報酬・交通費……………………4万円

男女共同参画の社会づくり 4万円

男女共同参画の社会づくり男女共同参画の社会づくり男女共同参画の社会づくり
第６項

▼平成22年度プケコヘ中学生の来村
平成22年9月22日～30日
原小児童や住民との交流

第２節第２節




